
江戸川区立小岩第二中学校「学校いじめ防止基本方針」 

（いじめ防止対策推進法 第１３条による） 

１「いじめ」防止等のための対策の基本的な考え方 

  ◎「いじめ」の定義 

    当該生徒が一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え

る行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象

となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法 第

２条） 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は表面的、形式的にすることな

く、いじめられた生徒の立場に立つ 

２基本理念 

◎「いじめ」の禁止 

    生徒は「いじめ」を行ってはいけない。     （いじめ防止対策推進法 第４

条） 

   ・「いじめ」を生まない、許さない。 

生徒に「いじめ」を行わせない。他の生徒に対して行われている「いじめ」

を認識しながら放置することがないようにする。 

       ・「いじめ」から守る。解決に向けた行動を促す。 

安心して学習その他の活動に取り組むことができるようする。 

・保護者・地域・関係機関と連携して取り組む 

「いじめ」を受けた生徒の生命や、心身を保護することが特に重要であるこ

とを認識し、関係機関と連携し、「いじめ」を克服する。 

（いじめ防止対策推進法 第３条） 

  ◎保護者の責務 

    ・保護する生徒が「いじめ」を行うことのないよう、規範意識を養うための指

導、その他必要な指導を行う。 

    ・保護する生徒が「いじめ」を受けた場合、適切に生徒を「いじめ」から保護す

る。 

    ・保護者は、区教育委員会、学校が講ずる「いじめ」防止のための措置に協力す

る。 

                        （いじめ防止対策推進法 第９条） 

 



３学校及び学校の教職員の責務 

   ・生徒の保護者、地域住民、児童相談所、警察等の連携を図りつつ学校全体で「い

じめ」防止及び早期発見に取り組む。生徒が「いじめ」を受けていると思われた時

は、適切かつ迅速に対処する。（いじめ防止対策推進法 第８条） 

◎「いじめ」の防止 

   ・全教育活動を通し、道徳教育、体験学習を通し豊かな情操と道徳心を培い心の通

う交流の能力の素地を養う。 

△班活動・学級活動・学年・部活動等の活動を通して体験的に交流能力を培う。 

   ・生徒や保護者、地域住民、その他関係者との連携を図り、「いじめ」防止の重要

性を啓発する。（いじめ防止対策推進法 第１５条） 

△保護者・地域と連携し情報提供できる機会をつくる。 

   ・教職員に「いじめ」防止対策に関する研修を実施し、資質向上のための措置をと

る。（いじめ防止対策推進法 第１８条） 

△職員会議、生活指導の研修の機会で、「学校いじめ防止基本方針」の確認やふ

れあい月間を通して「いじめ」防止の感性を高め、確認していく。 

◎「いじめ」の早期発見のための措置 

   ・「いじめ」の早期発見のために定期的な調査をする。 

△６月・１１月・２月に実施する。 

日頃より、全教育活動を通して生徒に寄り添い、生徒理解に努め、生徒と教師の

好ましい信頼関係を築き、生徒が先生に直ぐに相談できる体制を構築する。全生

徒が実施している生活記録などで、生徒の心情の変化を読み取る機会を増やし、

スクールカウンセラーへの相談機能も充実させる。また生活指導担当、教育相談

担当教員が情報をまとめ、全教員へ周知させる。 

   ・学校は生徒、保護者、教職員が相談できる相談体制をつくる。相談体制整備にあ

たり、「いじめ」を受けた生徒の教育を受ける権利、その他の権利利益が擁護さ

れるよう配慮する。（いじめ防止対策推進法 第１６条） 

△いじめ対策委員会（生活指導担当・養護教諭・スクールカウンセラー・管理

職） いじめ対策方針会議（校長・副校長・生活指導主任・養護教諭・学年主

任・担任） 

◎インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 

   ・インターネットを通じて行われる「いじめ」防止について効果的に対処できるよ

うに啓発活動をおこなう。（「いじめ」を受けた当該生徒の保護者は関係機関と連

携し情報の削除、または発信者情報の開示を、法務局の協力を求めることができ

る。） （いじめ防止対策推進法 第１９条） 

△セーフティー教室や朝礼等で生徒へ、保護者には保護者会で啓発していく。 
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４「いじめ」防止等に関する適切かつ迅速な対応 

◎学校における「いじめ」の防止等の対策のための組織 

   ・「いじめ」の防止等に関する措置を実行的に行うために、複数の教員、心理、福祉

党に関する専門的な知識を有する者、その他の関係者により、「いじめ」の防止等の

対策のための組織を置く。（いじめ防止対策推進法 第２２条） 

    △いじめ対策委員会（生活指導担当・養護教諭・スクールカウンセラー・管理

職）により、全教員で「いじめ」防止に努める。「いじめ」の実態がある場合は

早急に「いじめ」防止対策方針会議を開催し、全教員で対応していく。  

◎重大事態の対処 

   ○重大事態とは 

     ・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。 

     ・生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされた疑いがある。 

   ○教育委員会・学校の下に組織を設け、質問票やその他の適切な方法により、事実

関係を明確にする。 

   ○調査に係るいじめを受けた生徒及び保護者に調査に係る重大事態の事実関係等、

必要な情報を適切に提供する。（いじめ防止対策推進法 第２８条）   

「いじめ」発生時の流れ 
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別紙 

「小岩第二中学校 いじめ発見・対処システム」 

平成２４年度策定 ２７年度改定 

生活指導部 教育相談 

1. いじめの定義 

(1) いじめとは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定

の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネ

ットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の

苦痛を感じているものをいう。（東京都いじめ防止対策推進条例に準ずる） 

(2) いじめは遊びではなく、「犯罪」になる可能性がある（区教委の方針を参考）。 

たとえば、 

① 殴る、ける等の暴力（暴行罪） 

② 怪我を負わせる（傷害罪） 

③ 金品をもってこさせる（強要罪） 

④ 人のものを盗む・隠す（窃盗罪） 

⑤ 言葉で恥をかかせる（侮辱罪） 

⑥ ねもはもないうわさを流す（名誉棄損罪） 

⑦ トイレなどに閉じこめる（監禁罪） 

 

2. いじめ発見システム 

いじめは見えにくいものであり、早期に発見するために、次の配慮をする。 

 

(1) 観察 

担任、教科の担当は、日常的に次の観察をする。 

① 隣と机を離す 

② 発言をバカにする（笑いがおこる）、発言に対して妙な反応をする。 

③ 同じグループになるのを嫌がる 

④ 無視をする 

⑤ 物を盗まれたり壊されたりする 

 

問題があったとき、教科の担当は担任にただちに報告する。 

担任は学年主任、生徒指導主任に報告する。 

 

(2) アンケート 



① ７月、1１月（区教委アンケート）に実施する。 

② 緊急で 5，2 月に文科省・都・区教委のアンケートの要請があった場合は、本校のア

ンケートは実施しない。 

③ 本校作成のアンケートは、5 分以内で終了する質問にする。 

④ 実施月ごとに、必要に応じて質問をいくつか変更する。 

⑤ 自由枠等、「その生徒が時間をかけて書いている、すなわちいじめを受けたり、知って

いたりすることが周りにわかってしまう」項目は入れない。 

⑥ 実施時は、教員が回収する。生徒の前で封筒に封をする。 

⑦ 担任はその日のうちにチェックする。「5 回以上」「3～4 回」（本校作成アンケートの

場合）に丸をつけた生徒、ならびに「いじめについて相談したい」に丸をつけた生徒

のコピーをとり、教育相談の教員に提出する。同時に、学年主任に報告する。 

⑧ 教育相談の教員は、⑦に該当する生徒のアンケート用紙のコピーを集め、集計・分析

し、即座に生活指導主任に報告する。 

⑨ 担任は翌日までに、「3～4 回」「5 回以上」「いじめについて相談したい」に丸をつけ

た生徒について聞き取りをし、事実確認をする。（「3～4 回」に丸をつけた生徒には必

要に応じて） 

 

(3) Q-Uテスト 

Q-Uテストの結果を受け、必要に応じて担任が聞き取りをする。 

 

(4) 欠席数調査 

各学年の生活指導担当は、累積欠席者を生活指導部会で報告する。 

 

(5) 生徒・保護者・地域からの訴え（不定期） 

生徒・保護者・地域からの訴えがあったときは、直ちに事実確認する。 

必要に応じて、SCと連携して保護者と面談する。（区教委の方針） 

 

3. いじめ対処システム 

(1) いじめと判断された場合は方針会議を開き、方針を決定する。（校長、副校長、生活指

導主任、養護教諭、学年主任、担任、必要に応じて部活動担当教員） 

方針とは、「誰が」「いつまでに」「何を」「どのようにする」と明示することである。 

緊急を要する場合は、ただちに会議を開く。 

(2) 方針会議の最終責任者は校長とする。 

(3) 担任・学年主任は保護者に連絡し、方針を伝える。 

(4) 職員会議または朝の打ち合わせで、生活指導部主任が全職員に手順を示す。全職員が一

丸となって解決に当たる。 



(5) 方針会議は「指導」「対応」「解決」を重点とする（休み中はできる限りの対応をする） 

(6) いじめた生徒の行為が「傷害罪」「暴行罪」「強要罪」等にあたれば、犯罪の事案として

扱う。必要に応じて警察、スクールサポーターと連携する。（区教委の方針） 

※「事案」とは「（処理の対象とするしないかかわりなく）問題になっている事柄その

もの」をいう。 

(7) いじめられた生徒の「対応」については、養護教諭、ＳＣ、学校医と連携する。 

(8) 再度会議を開く。効果が見られなければ別の対応策を決め、実行する。 

最終責任者が「解決した」と判断するまで、継続して会議を開く。 

(9) 当事者間で一応の決着を見たら、 

1 週間後に、生徒・保護者から話を聞く。（担任・学年主任） 

1 か月後に、同じ話を聞く。（担任・学年主任） 

3 か月後に、話を聞く。（担任・学年主任） （以上「一・一・三の原則」） 

 

4. その他 

 

(1) 教育相談の教員は、いじめの授業、いじめが起こったときの指導の事例を集め、教職員

で共有できるようにする。 

(2) 校長は、以上のシステムを全校保護者会で説明し、周知を図る。 

(3) 生徒にはいじめの授業をするとともに、「いじめが万が一あった場合はこのように対処

する」等の話をする。 


